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むつ市議会第２６３回定例会会議録 第５号

議事日程 第５号 令和７年３月５日（水曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

第１ 行政報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第２ 議案第２号 むつ市有林造成基金条例

第３ 議案第３号 むつ市防災食育センター設置条例

第４ 議案第４号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例

第５ 議案第５号 むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第６ 議案第６号 むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第７ 議案第７号 むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第８ 議案第８号 むつ市地域振興基金条例の一部を改正する条例

第９ 議案第９号 むつ市営住宅条例の一部を改正する条例

第10 議案第10号 むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例

第11 議案第11号 むつ市太陽の恵み基金条例を廃止する条例

第12 議案第12号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について

第13 議案第13号 令和６年度むつ市一般会計補正予算

第14 議案第14号 令和６年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

第15 議案第15号 令和６年度むつ市水道事業会計補正予算

第16 議案第16号 令和６年度むつ市下水道事業会計補正予算

第17 議案第17号 令和７年度むつ市一般会計予算

第18 議案第18号 令和７年度むつ市国民健康保険特別会計予算

第19 議案第19号 令和７年度むつ市後期高齢者医療特別会計予算

第20 議案第20号 令和７年度むつ市介護保険特別会計予算

第21 議案第21号 令和７年度むつ市公共用地取得事業特別会計予算

第22 議案第22号 令和７年度むつ市魚市場事業特別会計予算

第23 議案第23号 令和７年度むつ市水道事業会計予算

第24 議案第24号 令和７年度むつ市下水道事業会計予算

第25 報告第２号 むつ市国民保護計画の変更について

第26 報告第３号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第27 報告第４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（令和６年度むつ市一般会計補正予算）
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本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

本日この後、むつ商工会議所からの申入れに係

る市の対応について、市長から行政報告がありま

すので、ご了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１ 行政報告

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 行政報告を行いま

す。

市長から報告を求めます。市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） おはようございます。本定例

会において、２月18日付けで、むつ商工会議所か

らの申入れに係る市の対応について行政報告をさ

せていただきました。その際に、係る議案の上程

時期に関する質疑があり、産業政策部長から、本

定例会において上程を予定している旨お答えいた

しましたが、検討を重ねた結果、本件につきまし

ては、引き続き市民の皆様及び関係機関に対して

丁寧な説明が必要であると判断されることから、

市民の皆様への影響を考慮しつつ、今後もむつ商

工会議所との協議を継続し、準備が整い次第、係

る議案を上程し、ご審議いただきたいと考えてお

りますので、議員各位のご理解、ご支援をお願い

申し上げ、ご報告とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） これより質疑を行います。

ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

◎日程第２～日程第27 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 議案第２号

むつ市有林造成基金条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、３番佐藤

武議員。

〇３番（佐藤 武） この基金について質疑します。

今までになかった基金を創設するということな

のですが、この間の情勢の変化等があったのか、

この基金をつくる、つくらないでまた大きな違い

が出てくるのか、まずお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

近年国において森林が持つ公益的機能の維持増

進のため、総合的な施策を講じ、また森林環境譲

与税も創設して、適切な森林の整備を推進してい

るところでございます。

市では、これまで市有林の森林整備は年度ごと

に必要な面積を予算措置して実施してまいりまし

たが、基金を創設することで計画的に安定した市

有林の森林整備の拡充が可能となることから、今
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定例会に上程したものでございます。

財源となる市有林の立木売払収入や分収金は、

立木の売買契約年度に収入として入りますが、そ

の後２年から３年かけて伐採した後に再造林を行

うため、収入の年度と再造林を行う年度が異なる

ことになります。このことから、市有林で得た収

入を基金に積み立てし、計画的な森林整備の財源

を確保するとともに、収支の明確化も図られるこ

とから、基金による財源の運用としたところでご

ざいます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（佐藤 武） この基金の案に森林の有する

公益的機能と書いてあるのですが、その公益的機

能とは何か、どういうふうに考えているのか。ま

た、林業の活性化を図るという中身を具体的にど

う考えているかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

森林の有する公益的機能の主なものといたしま

しては、森林土壌の働きによる水源涵養機能、樹

木の根が土砂や岩石を固定することによる山地災

害防止と土壌保全機能、二酸化炭素の吸収による

温室効果ガスの抑制や木質バイオマスとして化石

燃料の代替とすることによる地球温暖化保全機能

などが挙げられます。

林業の活性化を図る具体的な中身といたしまし

ては、森林整備に対する国庫補助の上乗せ補助で

ある豊かな森づくり補助金や木材の地産地消を促

進するための地域産木材循環利用促進事業補助金

を活用していただくほか、市が再造林、下刈り、

除伐及び間伐といった森林整備を定期的に発注

し、林業事業者の収入の安定化による人材の確保、

育成に寄与し、さらなる林業の活性化を図ってま

いりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（佐藤 武） 基金の規模は、どれぐらいを

想定しているのか、最後にお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 基金の規模につき

ましては、次年度以降の再造林の規模を想定しな

がら、計画的に積み立ててまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤武議員の質疑を終

わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 議案第２号 むつ市有林造成

基金条例につきまして、質疑をさせていただきま

す。

まずは、この基金に積み立てるための原資、財

源についてでありますが、今の佐藤武議員の質疑

の中でも話されていましたけれども、条例により

ますと一般会計歳入歳出予算で定めるということ

にしておりますが、再度その具体的な財源につい

てお聞きをしたいと思います。

また、この基金によらない市有林の整備等はあ

るのかということでございますが、基金の処分方

法として、市有林整備に関する施策に要する経費

に充てるということをうたっておりますが、この

基金設置後は、むつ市で行う市有林の整備は、こ

の基金を必ず通すことになるのでしょうか。それ

とも、基金に頼らない整備、保全というふうなも

のはあるのか、お聞きしたいと思います。

また、この基金の設置期間についてであります。

今定例会にも基金条例を廃止する条例がほかに出

ておりますが、この基金の設置期間というのは有

限なのか、それともある程度の期間を想定してい

るものなのか。もしこの基金がその役目を終える

としたら、それはどんな状況のときなのか、併せ

てお聞きします。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

まず、基金の原資、財源ということでございま
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すけれども、市有林の立木売払収入、国有林にお

ける国との分収林契約に基づく分収金のほか、市

有林整備に関する寄附金をいただいた場合は基金

に積み立てることとしております。

次に、基金によらないむつ市有林の整備等が考

えられるのかというお尋ねでございますけれど

も、現在実施しております市有林の森林整備は、

国と県の補助金と一般財源により整備しておりま

す。基金創設後は、補助金と基金からの繰入金及

び一般財源を原資といたしまして、可能な限り一

般財源からの支出を抑えて整備してまいります。

次に、基金の期限は有限かといったお尋ねでご

ざいますが、森林は切って、使って、植えて、育

てる、この好循環により公益的機能や木材生産機

能を発揮するものでございます。市が森林を所有

している限りにおいては、基金は継続されるもの

と考えております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 実は、基金の財源の部分につ

いて再びお聞きしますけれども、この条例を見た

ときに、恐らく売払収入になるのかなというふう

な予想をしておりましたが、今説明をしていただ

いて理解をしたところでございます。ただ、それ

とは別に、この基金が出たときにもう一つ思い浮

かんだのが、先ほど部長の答弁の中にもありまし

た森林環境譲与税の部分があるのですが、この部

分についてはあくまでも市有林ということで、積

立ての原資の一部にはならないというふうな理解

でよろしいのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 森林環境譲与税の

ほうの基金は、もう既にございまして、今回新た

にこの基金をつくったということに関しまして

は、原則として市有林の整備に充てるというとこ

ろが目的でございますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第２号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第２号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 議案第３号

むつ市防災食育センター設置条例を議題といたし

ます。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、19番佐賀

英生議員。

〇19番（佐賀英生） それでは、議案第３号につい

て質疑させていただきます。

先般見学会といいますか、施設を見させていた

だいて、るる説明を受けたのですけれども、それ

の繰り返しと、あと皆さんに結構質問されるもの

ですから、聞かせなくてはいけないということで

よろしくお願いいたします。３点ほどお伺いしま

す。

まず、防災食育センターが設置されましたが、

これから人数が減っていくと。増えることはない

と思いますので、そのときの食材といいますか、

数のフォローの仕方、どのような措置を取ってい

くのかというのが１点。

２点目として、防災食育センターに集約される

ことで、現在勤務している調理人の待遇というの

はどのようになるのか。また、ここは多分有事の

際は、災害対策本部が設置されると思うのですけ
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れども、その間に連絡、指示にタイムロスが生ま

れそうな気がするのです。それは、有事の際は誰

に、そこに職員が行くまでの間ストップしている

のか、もしくは応急的に管理者か誰かに、こうい

う準備をしていてくださいよとやるのか、これが

第２点。

３点目、食育と地産地消の観点から、まず地元

の食育、食材、地産地消の観点から、地元のもの

を使うべきと思うのですが、この３点についてよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、防災食育センターが設置される学校等、

人数が減っていく想定の中でどのように考えてい

るかということでお答えさせていただきます。

防災食育センターの設置に当たりましては、将

来的な児童・生徒数の減少を想定した調理食数を

設定しており、段階的に提供する学校を増やして

いく計画としております。

具体的には、初年度、令和７年度においては小

学校は７校、中学校は６校、加えて青森県立むつ

養護学校へも提供することとしております。その

後につきましては、児童・生徒数の減少を鑑みて、

令和９年度からは第三田名部小学校を追加し、令

和11年度からは大湊小学校及び大湊中学校を加え

る計画となっております。

続きまして、現在勤務している調理員等の待遇

等についてでありますが、現在正職員の調理師４

名のほか、会計年度任用調理員34名を通年雇用し

ておりますが、令和７年度からは正職員の調理師

及び一部の会計年度任用調理員は自校式として残

る第三田名部小学校及び市直営である西通学校給

食センターへ配置する予定となっております。

現在雇用している会計年度任用調理員のうち、

防災食育センターでの就労希望者につきまして

は、調理業務の委託契約先において希望者全員の

雇用が内定したと伺っております。

また、災害対応時ですが、防災食育センターで

は委託契約先において応急食を作ることが委託内

容に踏まれておりますので、防災食育センターの

センター長が指示する形で、そういった調理を行

うことになります。

次に、食育の観点についてですが、むつ市防災

食育センター稼働後につきましても、地産地消の

重要性についての認識が変わることはございませ

ん。これまで同様に地元産の食材の積極的な利用

を図るとともに、学校給食を通して地元食材や郷

土料理への興味、関心を持ってもらえるような食

育を推進してまいりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました。１点目は説明

を受けたとおりなのですけれども。

２点目の調理するのは分かるのですけれども、

有事の際に、例えばその近隣の方々が来たりなん

かして、避難といいますか、来る可能性も考えら

れ得るものですから、そのときの対応なのですけ

れども。例えば本部ができる、人が集まってくる。

ただ作るだけだったらあれですけれども、ある意

味あれだけの距離ですから、場所的にはそんなに

大きい災害は来ないと思うのですけれども、避難

してきたときに準備する、例えば食育のほうだと

か、人がそこに避難してきたときの指図とか整理、

その部分をどうするのかというのをもう一度お伺

いいたします。

３点目なのですけれども、教育というか、答え

ているようで答えていないような、ちょっと私の

理解が乏しいのか分かりませんけれども、地元の

食材を業者さんとかできるものがあると思いま

す。例えば今トマト工場とかあるから、それを極

力使おうとか、あとはロット数の関係があります

ので、それなりに限られてくるとは思うのですけ
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れども、そういうときの対応といいますか、やる

のは、なるべくだったら地元の業者で賄えるもの

があったら使っていただきたいという部分なので

すけれども、再度お伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、災害時の対応につきましてですが、教育

委員会としては先ほど答弁いたしましたとおり、

応急食の提供並びに避難所等への配送もその委託

業務の中に含んでおります。

また、実際の災害時においての応援職員とかそ

ういったお尋ねかと思いますが、各地避難所と同

様に、災害対策本部等の指示によって、相談しな

がらできることを対応するような形になるかと思

っております。

次に、食育の観点で地元のものをというお話で

すが、現在これまで各自校式も含めて発注先につ

いて整理して、リストアップのようなものを行っ

て、3,500食程度の給食を提供するに当たって、

その食材のロット数等確認しながら、提供可能な

業者といいますか、お店のほうをリスト化する作

業をしております。

また、４月の献立もある程度固めてきておりま

すので、そういったことも踏まえて、基本的には

これまで発注していたところをベースに発注した

いと考えておりまして、発注作業自体は県職員で

ある栄養士さん等が行うことになるのですが、今

十分な相談を行っているところでございます。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） では、２点目の災害時に、こ

れは教育委員会ではなく市長のほうになるのか

な。例えばさっき言ったとおり、有事の際、人が

来る。特にあそこは交通がかなりヘビーで、通る

のが多いですから、なおかつ多分災害が起きた、

そうしますと、本部を設置すると。この間、そこ

に集まってどうのこうのして、人がもし集まった

としたら、たらればの話なのですけれども、災害

対策本部を設置してお話をする、対策を練る。こ

の間のタイムロスというのはどうしても出てしま

いますよね。そのときに、多分本部長は市長にな

ると思うのですけれども、取りあえずその間まで

にどうにかしておいてくれと。整備ですとか、人

が来たときにうまく人選してくれと。その体制の

行くところは、多分センター長になろうかと思う

のですけれども、それはどのような指示系統で誰

がやっているのか、最後にこれだけお願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 災害の対応についてお答えさ

せていただきます。

まず、災害対策本部自体は市役所本庁舎に設置

いたしますので、防災食育センターに災害対策本

部を設置することはございません。また、関根地

区の避難所につきましては、基本的には関根小・

中学校を今配置しておりますので、ただ近隣の方

が防災食育センターも活用できるということにし

ておりますので、ご活用いただければと思います。

先ほど教育部長からも答弁ありましたけれど

も、災害時の災害食を作ることについては、業務

委託の中に含まれておりまして、災害の規模、災

害の場所、災害の内容に応じてどういった対応を

するかは、防災食育センターにセンター長を置き

ますので、センター長からの指示によって業務委

託先に災害対応の要求をしていくということにな

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐賀英生議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 議案第３号 むつ市防災食育

センター設置条例につきまして、質疑をさせてい

ただきます。

まず、この防災食育センターという名前を聞い
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たときに、ちょっとしっくりこない部分はあった

のですけれども、あと条例案の中を見たときに、

これ管理運営については災害時は市長、平常時に

は教育委員会とされております。なかなか聞かな

いタイプの施設だなというふうに感じました。

そこで、むつ市にはほかにこのような管理運営

されるような施設は存在するのかどうか、まずお

聞きしたいなというふうに思います。

今のやり取りを聞いていますと、職員の身分、

所属についてでありますが、お答えのほうが教育

委員会なので、恐らく教育委員会ということにな

ろうと思うのですが、改めまして職員の職務分掌

であるとか、身分とか所属というのはどういうふ

うになるのか、お聞きしたいと思います。

これは、今佐賀議員のやり取りである程度は理

解をしたのですけれども、災害時、平常時で職員

が入れ替わったりするようなことがあるのか。今

の話ですと、災害のときの防災食を作るのは、そ

れも委託するということで、そういうことはない

だろうというふうな感じは受けましたけれども、

改めまして災害時には平常時とは違う災害担当の

職員が駆けつけるであるとか、災害時、平常時で

職員が替わるというふうなことは、先ほどの説明

以外の場面であるのかどうかというふうなことを

お聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、条例第５条に定める災害時と平常時で運

営が分かれるような施設はあるのかということで

すが、教育委員会においてはそういった施設はほ

かにはございません。ただ、全国的に見ると、災

害対応と給食提供を担う同様の施設では、同じよ

うな運用がなされているものと承知しておりま

す。

次に、職員の身分等ですが、教育委員会に職員

を配置して防災食育センターを運営することにな

りますが、図書館や公民館のような形で防災食育

センターという組織をつくり、そこに職員を配置

することになります。

また、災害時においても、基本的には防災食育

センターに配置される職員が対応しますが、災害

時ですので、防災担当のほうと協議の上、臨機応

変な対応に努めることになるかと思っておりま

す。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 中身については、理解をいた

しました。

先ほど質疑の冒頭で、ちょっとしっくりこない

という言い方をしましたけれども、これ財源の関

係があるので、仕方ない部分もあるのかなという

ふうには思うのです。要は給食センターでありま

すので、できればもうちょっと親しみやすい愛称

があったほうがいいのかなというふうに感じてお

ります。

全国的に見ると、愛称をつけているようなセン

ターもありますので、その部分について、今後愛

称をつけようかなという考えがあるのかどうかも

含めてお聞きしたいなと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 防災食育センターでございま

すけれども、インターネットで検索しても、例え

ば東京都福生市、北海道白老町、福岡県の行橋市

など、もう一般的な名称として捉えられていると。

青森県内ではなかなかないかもしれませんけれど

も、東日本大震災、能登半島地震、そして今当地

域で想定されております海溝型の大地震を想定し

ますと、市民の皆さんの防災の意識が非常に高ま

っている中で、全国的にもやはり防災食育センタ

ーというところが一般的になりつつあると。

これは、時代の流れだと思いますけれども、そ

ういった防災も含めて、食育も含めてやっていく
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施設だということで、今回むつ市防災食育センタ

ーとして設置の条例を上程させていただいており

ます。今後名称についても必要があれば検討して

まいりたいと思いますけれども、現状としては防

災食育センター設置条例として、名称も防災食育

センターでいきたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第３号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第３号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 議案第４号

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理等に関する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第４号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第４号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 議案第５号

むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。19番佐賀英生議員。

〇19番（佐賀英生） 議案第５号、２点ほど質疑を

させていただきます。

まず、この制度というのは大変よろしいことだ

と思いますし、介護、私も経験がありますので、

大変なことは分かっておりますので、その点につ

いてお伺いしたいのですけれども。

本年度の会計年度任用職員にも適用できるのか

がまず１点。

あと、２点目なのですけれども、条例の中で見

ていきますと、第18条の部分、任命権者、これ多

分市長だと思うのですけれども、これは次に聞き

ます。当該職員40歳に達した部分の年齢制限を設

けているわけなのですけれども、私が知っている

中でも、20代で見ている子もいましたし、親の介

護をするのに、あまり年齢というのはそんなにこ

だわらないのかなと思ったのです。この40歳から

の部分になっているという、この２点について、

まずお教え願いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

まず、この制度が会計年度任用職員にも適用に

なるのかどうかというお尋ねですが、会計年度任

用職員についても、介護休暇などの制度が適用さ

れるものでございます。

次に、なぜ周知のタイミングを40歳としたのか

ということでございますが、これは今般の国の法

改正の内容に即したものでございます。40歳は、

第２号被保険者として介護保険に加入するタイミ

ングであり、仕事と介護の両立支援制度と併せて

介護保険制度の概要を説明することが望ましいと

されております。

加えて、40歳以上の職員につきましては、加齢

に起因する疾病により、職員自身が介護が必要と

なる可能性が高まるほか、職員の親が高齢となり、

介護が必要な状態になる可能性が高まる時期であ
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ることから、40歳を情報提供のタイミングとした

ものと考えております。

しかしながら、20代から30代の職員であっても、

家族の介護のために制度を利用することが想定さ

れますことから、特定の年齢の職員に限らず、全

職員に情報発信を行うことで、制度を周知してま

いりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました。ただ、１点目

の会計年度任用職員はいいのですけれども、２点

目のところ、国もよくテレビでもやっていました

し、国会でもやっていたのです。これは国にのっ

とっていますので、別段そっちを責めるわけでは

ないのですけれども、そういうふうに区切ってし

まうと、何かやっぱりその下の人はやりづらいと

いいますか、今総務部長の話から、柔軟性を持っ

てやる、対応するということなのですけれども、

ちょっとおかしいなと思うのと、それはそれで答

弁は結構です。

あと、この中に任命権者、多分市長だと思うの

ですけれども、面白いのが、面白いというか、こ

ういう言い方は失礼なのかな、面談をしたりなん

かして許可すると。これ多分私が思うには、市長

が任命して、部長でも課長でもやっていくことが

あろうかと思うのですが、まずその点が１つと、

あと第18条の３の中の２かな、相談の体制、介護

両立支援制度に関する相談体制があるのですけれ

ども、これは新たにそういう部署をつくるのか、

もしくはどこかの部署が担うのか、これと２つだ

けお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） まず、40歳以外の職員

への周知ということでございますけれども、この

制度につきましては、利用する職員の年齢は特定

の年齢に限るというものではございませんで、

40歳になったら職員にまずこの制度について周知

するようにしましょうという趣旨のものでござい

ます。

次に、職員の請求に対してどのような許可をす

るのかということでございますけれども、任命権

者が直接面談するということではございません

で、総務部の総務課において、職員のほうから相

談を受けて、制度について案内して、利用の意思

を確認するということで進めたいと考えておりま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました。ちょっと私の

受け取り方がよろしくなかったので、大変ありが

とうございました。

あと１つ、後学のために伺いたいのですけれど

も、３回を超え、かつ通算して６か月という、あ

る程度数字の形があるのですけれども、これとい

うのは、例えば親が、ちょっとだけだなと、１週

間３回、これ３週ですよね。２か月３回で６か月

以内、マックス使うのですけれども、介護に限っ

ては、この日数の取り方なのです。長期休暇をし

てしまえば、職員が１人、２人、その職場で欠け

てしまっても大きな支障はないとは思われます

が、中にはちょっと長く休んでしまうと気が引け

るだとか、昔のちょっと年齢層の高い人だとあり

得る可能性もあるのですけれども、そういう順応

の仕方、３回かつ６か月というものがあったとす

れば、その中で数のほう、日にちは別個として、

数のほうは３回という、これは第15条のほうなの

ですけれども、その順応性というのはどのように

考えていますでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田由佳子） 介護の休暇の制度につ

きましては、まず有給の短期介護休暇というもの

と、無給の介護休暇というものがございます。そ

れぞれの概要といたしましては、有給の短期介護

休暇のほうは、１年のうちに５日間、もし介護が
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必要な方が２人以上いるときは、１年につき10日

取得できるという特別休暇の一つになります。

一方、無給の介護休暇というのが、２週間以上

にわたって介護が必要だというときに、通算して

六月を超えない範囲で取得できる制度でございま

す。

もう一つ、介護のための無給の介護時間という

休暇制度がございまして、これも１日につき最大

２時間の範囲で取得できるというものがございま

す。これらの制度をうまく使って、それぞれの必

要な状況に応じて休暇の制度のほうを利用して、

仕事と両立していただくということを想定してお

ります。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐賀英生議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第５号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第５号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第６ 議案第６号

むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第６号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第６号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第７号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第７ 議案第７号

むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第７号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第７号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第８ 議案第８号

むつ市地域振興基金条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第８号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第８号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第９ 議案第９号

むつ市営住宅条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第９号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第９号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第10 議案第10号

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並び

に水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第10号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第10号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第11 議案第11号

むつ市太陽の恵み基金条例を廃止する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 議案第11号 むつ市太陽の恵

み基金条例を廃止する条例につきまして、質疑を

させていただきます。

この基金は、当初は本庁舎と川内庁舎に設置し

た太陽光発電、ソーラーパネルにより発電された

分は、節減された電気料相当分を基金に積み立て

て、これを原資として太陽の恵みとして一般住宅

用太陽光発電システムを導入する市民へ１件当た

り５万円を補助するという取組で始まり、その後

森林保全等にも使えるように使途を拡充して行っ

てきている事業だと記憶をしておりますが、この

たびの提案で、この基金を廃止するということで

ありますが、まずはその最初として、廃止する理

由について伺いたいと思います。

次に、現在の基金に積立ての対象となっており

ます太陽光発電設備を導入、設置している施設等

はどうなっているのかと、またその発電量につい

てお聞きしたいと思います。

次に、これまでの事業をやってきた中で、電気

料の節減分、基金積立ての総額は幾らくらいにな

ったのかもお伺いしたいと思います。

それに合わせまして、この太陽の恵みによりま

す一般住宅用太陽光発電システムの導入実績、こ

れ何件ぐらいあったのかもお聞きしたいと思いま

す。

先ほども少しお話ししましたけれども、たしか

平成27年度にこの使途の拡充をして、森林保全等

にも使えるようになったのですが、そこでこれま

での環境保全活動等の実績についてもお尋ねした

いと思います。

最後に、今回で積立てをやめ基金を廃止すると

いうことでありますが、そうしますと今の節減分

は今後どのような使われ方をするのか、併せてお

聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

再生可能エネルギー等の導入促進のため、平成

25年３月にむつ市太陽の恵み基金条例を制定いた

しまして、同年４月よりむつ市太陽の恵み基金を

設置しております。議員先ほどおっしゃったとお

り、これまで基金の一部を住宅用太陽光発電シス

テム導入支援事業費補助金に充当しておりまし
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て、基金条例を一部改正して、公園管理費への充

当も行ってまいりました。

廃止の理由といたしましては、事業開始当初か

らの社会情勢の変化によりまして、太陽光パネル

の価格が低下してきていること、また住民の皆様

のニーズも太陽光パネルだけではなくて蓄電池、

また電気自動車などに広がってきておりまして、

当初の目的を達したということから、事業を終了

することといたしました。

次に、発電設備を導入している施設、発電容量

ということでございますけれども、太陽光発電設

備を設置しておりますのは第三田名部小学校、市

役所本庁舎、市役所川内庁舎、脇野沢小学校、関

根中学校の５施設でございまして、発電容量とい

たしましては、合計で42.4キロワットとなります。

次に、これまでの節減分、基金積立て実績とい

うことでございますけれども、令和２年度より基

金の積立ては休止しておりますが、令和元年度末

時点において、令和元年度１年間の電気料節減分

につきましては98万6,000円、平成25年度からの

基金積立て実績としては241万4,604円となってご

ざいます。

次に、一般住宅用太陽光発電システムの導入実

績でございますけれども、こちらにつきましては、

こちらも議員から説明ありましたとおり、１件当

たり５万円の助成制度を創設しておりまして、平

成25年度から11年間で46件の実績となってござい

ます。

次に、これまでの環境保全活動等の実績という

ことでございますけれども、平成27年度に基金条

例を一部改正いたしまして、基金の使途を再生可

能エネルギー等の導入並びに生活環境及び自然環

境の保全の促進に関する事業にも拡充いたしまし

て、これまで公園管理費への基金の充当を行って

まいりました。

具体的には、桜満開プロジェクトでありますと

か、花壇植栽用の花の購入費等に充ててまいりま

した。

次に、節減分についての今後の使われ方という

ことでございますけれども、太陽光発電設備を設

置した５施設に係る節減分につきましては、昨今

の電気料金の値上がりにより、先ほど申し上げま

した令和元年度に比べますと1.5倍程度の電気料

金相当分になると考えておりまして、これが自家

消費分として経費削減されることによりまして、

これが一般財源としてほかの市の事業に活用でき

る財源になっているというふうに認識してござい

ます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第11号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第11号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第12 議案第12号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画についてを

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） 議案第12号 辺地に係る公共

的施設の総合整備計画について質疑いたします。

財政上の特別措置を活用するとあります。今湯

野川の公共施設が、この措置の中で進められよう

としていますけれども、財政上の特別措置の活用

というのは、どのような条件があれば活用できる
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のでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

辺地に係る公共的施設の総合整備計画に定めた

事業ということで、この計画に定めますと、辺地

対策事業債の活用が可能になるということでござ

いまして、この辺地対策事業債というのは、事業

費に100％充当することが可能でございまして、

元利償還金の80％が普通交付税で措置されるとい

う財政的に非常に有利な起債となっております。

なお、議案にありますとおり、本計画につきま

しては、むつ市川内町湯野川辺地に係る公共的施

設の総合整備計画を定めるものでございまして、

具体的には濃々園の整備に関するものということ

になります。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） とても有利な措置だと思うの

ですが、これまでの過去、どのような事例があっ

たのでしょうか。どのような事業が適用になって

きているのか、分かる範囲でお知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お答えいたします。

この辺地対策事業債につきましては、それほど

活用実績というのは多くございませんで、地域で

言いますと、昭和60年までの間に旧むつ市内にお

いて、例を挙げますと大川目地区でありますとか、

新田川目でありますとか、水川目でありますとか、

最近でありますと、平成20年に脇野沢の小沢地区

でこの計画を策定した実績がございます。どのよ

うな事業かというところまでは、ちょっと確認し

ておりませんでしたが、そのような形になってお

ります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 本当にどんどん活用していけ

ればと思うのですけれども、それをクリアすると

いうか、そこはどこが決めるのでしょうか。判断

を決めるのはどこでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） まず、辺地というと

ころになりますけれども、地区が限定されるとい

いますか、国で定めた基準で点数づけをして、総

合で100点以上ないと当てはまらないということ

でございまして、現在むつ市以内では川内の蛎崎、

宿野部、大畑でありますと赤川、木野部、関根橋、

脇野沢地区で申し上げますと、小沢、滝山、上在

が該当するということになっておりますけれど

も、この地域で今活用いたします濃々園とか、そ

ういった目的にかなう事業があれば、今後も活用

について必要に応じて検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第12号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第12号は、

議案付託表のとおり、総務教育常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１３号

〇議長（冨岡幸夫） 日程第13 議案第13号 令和

６年度むつ市一般会計補正予算を議題といたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、７番住吉

年広議員。

〇７番（住吉年広） それでは、議案第13号 令和
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６年度むつ市一般会計補正予算の災害対応力強化

事業の詳細について、９点質疑します。

災害対応力、すなわちレジリエンスとは、地域

の脆弱性に応じた地域自身の対応し得る能力で

す。それでは、本市が考える災害対応力の３要素

とは何かをお示しください。

次に、財源負担割合についてお伺いします。本

事業における市の単独負担となる一般財源、

3,487万9,000円の具体的な使途と、その財源配分

を決定した根拠について説明してください。

次に、本事業の実施が市の今後の財政運営にど

のように影響を与えるか、具体的な試算や予測を

含めて説明してください。

次に、交付金の条件や制約についてお伺いしま

す。新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用

するに当たり、事業内容に関してどのような条件

や制約があるのか、またそれが市の計画に与える

影響について説明してください。

次に、交付金の活用により、市が本来優先した

いと考えていた施策との間にずれが生ずる可能性

はあるのか。ある場合は、どのように調整するの

か説明をお願いします。

次に、資機材の導入経過についてお伺いします。

限られた予算の中で、どの資機材を優先的に導入

するのか、その優先順位を決定した具体的な基準

と根拠について説明してください。

次に、導入を予定している主要な資機材の具体

的な仕様（種類、数量、性能など）、それらを選

定した理由について説明してください。

最後に、備蓄方針についてお伺いします。現在

本市は備蓄量2,500食掛ける３日分、7,500食を備

蓄していて、ほかの資機材も多分それの基準にな

っていると思います。それに対して、本事業で想

定する避難の長期化とは、具体的に何日程度を指

すのか。また、その期間を設定した根拠について

説明してください。

最後に、長期化に備えた備蓄において、備蓄日

数を増やすことと現状の不足部分を補う、このど

ちらを優先するのか、またその判断基準と具体的

な目標、数量について説明ください。

以上、答弁を求めます。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

まず１点目、災害対応力の認識についてでござ

いますが、市といたしまして、災害対応力の考え

方につきましては、国に準じて災害の発生を予防

する能力、被害損失の発生を抑止する能力、災害

損失が発生しても、それを軽減する能力の３つの

要素から成るものと認識しております。

次に２点目、財源配分の詳細と今後の財政運営

の影響についてでございます。本事業は、総額

7,995万7,000円のうち、4,507万8,000円が国の交

付金や地方債の充当対象となっているものでござ

います。残りの一般財源と合わせまして、避難所

環境整備に要する資機材や倉庫整備等を実施する

ものでございますので、特定財源の充当分と一般

財源分で事業内容が異なるということではなく、

事業全体の中で充当可能な交付金や地方債を有効

活用し、実施していくという整理となっておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

なお、今後の財政運営への影響ということでは、

本事業の一般財源分につきましても特別交付税の

措置があるため、実質的な市の財源負担は大幅に

軽減される見込みとなっております。

次に３点目、交付金の条件や制約、市の計画に

与える影響についてでございます。本事業の財源

となる新しい地方経済・生活環境創生交付金（地

域防災緊急整備型）につきましては、避難所の生

活環境改善をはじめ、地域の防災・減災力の向上

に必要な車両や資機材の整備が対象となっている

ところでございます。
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加えて今回整備する資機材に必要な倉庫の整備

に要する施設整備費や資機材を活用し、地域住民

に訴求するため、新規に実施する体験型イベント

の実施に資する経費も交付対象となっているとこ

ろでございます。

当該交付金を活用しまして、市の避難所環境の

ＴＫＢ、いわゆるトイレ、食事提供、就寝環境の

各種整備拡充に向けてこれまで進めてきましたト

イレカーや防災食育センターの整備に加えて、今

後は就寝環境、プライバシー保護、冷暖房、衛生

環境の整備等に重点的に取り組んでいきたいと考

えております。

こうした市の方針と当該交付金の趣旨が合致し

たものとして、今回補正予算として事業費を計上

させていただいております。

次に４点目、整備する資機材の内容と選定内容

についてでございます。本事業で整備を予定して

おります資機材といたしましては、避難所の就寝

環境、プライバシー保護、冷暖房、衛生環境の整

備等に資するものとして、現状整備拡充が必要と

考えているワンタッチパーティション350セット、

ワンタッチテント350セット、段ボールベッド

340台、折り畳みベッド100台、スポットクーラー

35基、非常用ポータブル発電機10機、水循環型手

洗いスタンド４基、水循環型シャワーシステム１

基、浄水器４基、大型石油ストーブ５基、発電機

５基を予定しております。

当市におきまして、避難所環境の向上のために、

整備拡充が必要な資機材で国の交付金の交付対象

となるものを優先的に選定しておりますが、内閣

府の交付決定の内容によりまして、導入する資機

材の数量や種類、詳細の仕様も含めまして調整す

ることとなってございます。

次に５点目、本事業で想定する避難の長期化の

認識と対応する資機材の整備方針についてでござ

います。避難の長期化に関する認識といたしまし

ては、災害の種別や規模、災害の範囲等によって

避難が必要となる期間は大きく異なるものと認識

しております。そのため、一律に何日程度に備え

るかを具体的に設定することは難しいものと考え

てございます。

また、長期化に備えた備蓄の方針につきまして

も、災害の状況によって求められる対応が異なる

ため、一律に優先順位を定めるということではな

く、市といたしまして、まずは現在の備蓄状況を

精査し、自助、共助を補完するため、充足させる

べき資機材の整備を優先するとともに、備蓄の在

り方についても国や県の方針のほか、他自治体の

動向を踏まえながら適切に検討してまいります。

〇議長（冨岡幸夫） ７番。

〇７番（住吉年広） ありがとうございます。ある

程度備蓄方針と、これから計画する中身は詳細確

認できました。

それでは、ちょっと中身に踏み込んで確認して

いきたいと思うのですけれども、生活改善につい

てお伺いしたいのですけれども、本事業では生活

環境の改善に取り組むとありますが、それは具体

的に何を指すのか。単に備蓄品の充実を図るのか、

それとも避難所の設備改善や運営方法の見直しな

ども含まれるのか、説明をお願いします。

あと生活環境改善の定義と具体的な指標や目標

についてお聞かせください。

あと、備蓄トイレについてちょっとお伺いした

いのですけれども、現在備蓄されている簡易トイ

レは、組立て式や小型、大型のものが中心で、高

齢者や要介護者にとっては使いやすい設計にはな

っていないと感じております。高齢者の避難生活

を考えると、手すりつきのトイレの導入は必要不

可欠と考えますが、この点について検討状況を具

体的にお示しください。

次に、高齢者や要介護者の避難時における簡易

トイレの利用において、手すりつきの導入が特に
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重要だと考えております。そのことについて、も

し計画とか代替案があったらお示しください。

あと消臭対策ですけれども、災害時には水の使

用が制限されるため、簡易トイレの備蓄だけでは

なく、消臭効果を持つ資機材の備蓄も重要と考え

ます。本市では、こうした消臭対策をどのように

考えているのか、具体的に説明してください。

そして、次に消臭対策に関する具体的な計画と

目標とする衛生基準についてお聞かせください。

また、活性炭素入りの消臭剤や防臭袋など、具体

的な資機材の導入の可能性について教えてくださ

い。

最後に、簡易テントの増設についてですけれど

も、先ほどテントの分はあったのですけれども、

女性のプライバシー保護の観点から、現在備蓄さ

れている簡易テント90個が十分なものか疑問です

けれども、先ほど答弁いただいたので、ここは割

愛します。

あと、避難者数に対する簡易テントの割合と男

女別の避難者数についてお聞かせください。

また、女性専用スペースの設置やその他プライ

バシーの保護対策について教えてください。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

まず１点目、生活環境の改善に関する認識につ

いてでございます。市といたしましては、国の方

針として、避難所におけるＴＫＢ、いわゆるトイ

レ、食事提供、就寝環境の改善に取り組むことと

されていることを踏まえまして、これまでに進め

てきましたトイレカーや防災食育センターの整備

に加えて、今後は就寝環境、プライバシーの保護、

冷暖房、衛生環境の整備等に重点的に取り組んで

いきたいと考えております。

また、避難所における生活環境の改善に取り組

むに当たりましては、災害関連死を防ぐことを目

指し、実際に避難者となった方などの意見も参考

にしながら、今後の運営に生かしてまいりたいと

考えております。

次に２点目、手すりつきトイレ導入の検討状況

についてでございます。今回の議案質疑の対象と

なる本事業におきましては、手すりつきトイレ導

入の経費は計上しておりませんが、現状認識とい

う観点では、まず避難所運営に最低限必要な衛生

環境の整備ということで、簡易トイレの備蓄やト

イレカーの導入を進めているところでございま

す。

一方で、高齢者や要介護者の方々の利便性の確

保ということも今後の課題であると認識してお

り、例えば今後運用開始予定のトイレカーは、１

台をユニバーサル仕様で導入することとしてお

り、昨今様々な施設においてユニバーサルデザイ

ンの導入が進んできていることを踏まえまして、

今後指定避難所を検討していく中では、可能な限

り高齢者や要介護者等に配慮された施設を指定す

るなど、多くの方が利用しやすい避難所環境の整

備に努めてまいりたいと考えております。

次に３点目、消臭対策資機材導入に関する認識

についてでございます。こちらにつきましても、

今回の議案質疑の対象となる本事業におきまして

は、消臭資機材の経費は計上しておりませんが、

循環型手洗いスタンドや水循環型シャワーシステ

ム、浄水器といった衛生環境の整備に資する資機

材を整備する計画となっておりまして、今後市の

財政状況や国・県の方針、助成制度の状況を考慮

しながら、消臭袋等の整備について検討してまい

りたいと考えております。

次に、簡易テントの増設に資する認識について

でございますが、これらの整備状況につきまして

は、これまでの災害対応を踏まえまして、必要に

応じて順次整備を進めているところでございま

す。ただし、災害は局所的に発生し、その種別や
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規模により、開設される避難所の状況や避難所数

と、その男女比等も異なるため、必要な資機材の

数量が全体として十分かどうかを一概に評価する

ことは難しいものと認識しております。

今後も避難者の対応に応じた合理的な規模で適

切な整備充実と運用が図られるよう努めてまいり

たいと考えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで住吉年広議員の質疑を

終わります。

次に、３番佐藤武議員。

〇３番（佐藤 武） 補正予算書の15ページ、第６

款第１項第３目農業振興費について、最初に２点

まとめてお伺いしたいと思います。説明資料には

あるのですが、あえて質疑します。

１つ目は、スマート農業推進事業費は、具体的

には何に使われるのかということと、幾つの農業

事業体に支出されるのかということをお伺いしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

スマート農業推進事業費は、具体的には何に使

われているのかといったお尋ねでございます。ス

マート農業推進条例に基づき、スマート農業を実

施する環境制御装置を備えた施設等を設置した事

業者に対しまして、当該施設において勤務し、交

付要件を満たす従業員のうち、５人を超える者１

人につき50万円を乗じて得た額以内の額を雇用助

成金として支出するものでございます。

次に、幾つの農業事業体に支出されるのかとい

ったお尋ねでございます。条例の適用対象となっ

ております株式会社寅福プラント１社に対して支

出する予定となってございます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（佐藤 武） 再質疑したいのですけれども、

今条例で定めているということにのっとって、こ

の予算を執行したいということでしたけれども、

寅福プラントに対して、条例に基づいて５人以上

のところに掛ける50万円ということで支出される

ということはよく分かりました。

それで、この雇用助成金の適用事業所、今のと

ころは１つなのですけれども、今回の計算で出さ

れている81人というのは、いつの時点で81人なの

かということと、あと全員地元雇用者と考えてい

いのか、伺いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） まず、81人はいつ

の時点の従業員数かということでございます。こ

ちらは、２月末現在の従業員数となります。

それで、この81名の従業員の方は、むつ市内に

居住されている方ということになってございま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（佐藤 武） 市内の方が雇用されていると

いうことで、大変いいことだなと思っていますけ

れども、タイミングとして、年度末というこの時

期に支出になったというのはどういうことだった

のかをちょっとお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） このタイミングな

のですけれども、助成の条件といたしまして、適

用対象施設の操業開始日から36か月を超えない間

に申請があった場合に助成するといったことにな

っておりまして、この時期のタイミングというの

は、対象になる寅福プラント様のご都合によるも

のということになります。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤武議員の質疑を終

わります。

次に、１番高橋征志議員。

〇１番（高橋征志） 補正予算につきまして、第９

款の消防費、第９款第１項第４目防災対策費の災

害対応力強化事業費について２点お尋ねいたしま
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す。

１点目は、事業の概要なのですけれども、備品

購入費が大きいですが、委託料と工事請負費も算

定されております。この事業の内容、委託と工事

の内容についてお知らせください。

それから、２点目ですけれども、備蓄品の購入

についてですが、先ほど備蓄品の種類と数量につ

きましては分かりましたので、そこは省略させて

いただきまして、実際に備蓄品を購入した後の充

足状況、今現在何個あって、今回買うことによっ

てどれくらいのトータルになるのか。また、それ

は本来必要だと見込まれる数量に対してどれくら

いの充足率になるのか。たくさん買われるようで

すので、パーティションとテントと段ボールベッ

ド、それから折り畳みベッドだけで結構ですので、

ご答弁よろしくお願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

本事業につきましては、半島地域としての当市

の課題である交通アクセスの脆弱性を踏まえた避

難生活の長期化に備える環境整備のため、各種資

機材整備充実等に取り組み、地域として災害対応

力の強化を図ることとしております。

具体的には、今回整備する資機材の倉庫整備の

ための設計業務委託料及び資機材を活用した防災

体験型イベントの開催事業委託料、合わせて751万

9,000円、資機材倉庫の工事費684万2,000円の予

算を計上しております。

次に、災害時の避難所運営に必要な備蓄資機材

の整備状況につきましては、これまでの災害対応

を踏まえ、必要に応じて順次整備を進めていると

ころでございます。ただし、災害は局所的に発生

し、その種別や規模により開設される避難所の状

況も異なるため、資機材の数量が全体として十分

かどうかを一概に評価することは難しいものと考

えております。

今回の補正予算における整備事業につきまして

も、こうした考えの下、必要となる資機材の整備

充実を図るものであり、今後も合理的な規模を検

討しながら取り組んでまいりたいと考えてござい

ます。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） 工事の件なのですけれども、

備蓄品を保管する倉庫を造るということですけれ

ども、今回の工事は具体的にどの地区、どの辺に

造るのかというところをお聞きしたいのと、あと

今回たくさんの備蓄品を購入しますけれども、買

ったものを全て今回工事した倉庫に入れるのか、

それとも既存の備蓄保管場所にそれぞれ分散して

配置するのか、その辺の考え方をお聞かせくださ

い。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

現在資機材倉庫の場所につきましては、大畑地

区の昨年新築されました第４分団の屯所に隣接す

る空地に予定してございます。

整備いたしました資機材につきましては、もち

ろんその場所にも配備いたしますけれども、今あ

る場所につきましても分散して配備する予定と考

えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） 今回は倉庫、新しく設置する

倉庫は大畑だということですけれども、備蓄品の

倉庫の整備というところで、今後の予定、大畑以

外のところで予定しているところはあるかという

ところと、どうしても道路の関係とかになると西

通のところが弱いので、備蓄品の確保というとこ

ろが必要になるかと思うのですけれども、今後の

備蓄品のストックに関して、何か課題と考えてい

ることがあればお知らせください。
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〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

現在置かれている備蓄品の倉庫といいますか、

使用している場所につきましては、新しくはまだ

現在考えてはおりませんが、現在使用している場

所につきましては、今後一部移動した場所も、津

波浸水区域等を考慮して、その辺につきましても

変更、また移動ということも場合によっては考え

ていく必要があると考えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

次に、２番杉浦弘樹議員。

〇２番（杉浦弘樹） 私も佐藤武議員同様、スマー

ト農業推進事業費について質疑いたします。

通告では、こちらの事業費の対象となる会社、

事業者の部分について、事前に出していたのです

けれども、佐藤武議員のほうで質疑して、そちら

のほうに答弁いただきましたので、私ちょっと違

う観点から質疑したいと思います。

今回は、これ雇用の部分に対しての助成金とい

うふうな形なのですけれども、本来であれば機器

の部分に関して助成というふうな形も取れたと思

うのです。雇用を促す観点から、助成をしている

のですが、本来であれば機器のほうに助成をすれ

ば、もっと対象の会社が増えていくと思われるの

ですけれども、その辺についての見解をお聞きし

たいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

むつ市スマート農業推進条例なのですけれど

も、こちらのほう、助成金なのですけれども、ま

ず施設設置助成金というものと、今回助成させて

いただきました雇用助成金というものと、あと施

設等賃借助成金というものと設備等導入助成金、

この４つのメニューがございまして、今回申請を

賜りましたものが雇用助成金ということになりま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） とはいえ、やはり一般財源か

ら3,800万円、これ丸々１社に入るというふうな

観点から、これまで寅福プラントさんのほうへの

支援というふうな形は、今までいろんな形でして

きました。公平性の観点から、今回この3,800万

円が１社に助成されるというふうなことを考える

と、やはりその公平性の観点からちょっとどうな

のかなというふうなところがあります。その部分

についての市の見解はどのようになっているか、

お聞きします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） スマート農業推進条例という

ことでございますので、寅福プラントさんに限ら

ず、どこの社が来たとしても、先ほど来担当部長

から答弁させていただいております施設設置助成

金については対象の施設の操業開始の日におい

て、土地、建物、償却資産の取得額の10％、雇用

助成金については５人を超える者１人につき50万

円、また施設等賃借助成金、施設等導入助成金も

含めて、どこの事業者に対してもむつ市に開始い

ただいた事業に対しては交付させていただく条例

ということになっておりますし、この条例につき

ましては議会に提案させていただいて承認をいた

だいているということでございますので、１社に

やっているということではなくて、当地に企業誘

致していただいた企業に対して、全てにおきまし

て対象になるというふうにご理解いただければと

存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで杉浦弘樹議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第13号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第13号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第13号は原案のとおり可決されました。

ここで午前11時30分まで暫時休憩いたします。

午前１１時２０分 休憩

午前１１時３０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎発言の訂正

〇議長（冨岡幸夫） ここで、政策推進部長より発

言の申出がありますので、これを許可いたします。

政策推進部長。

〇政策推進部長（角本 力） お時間いただきあり

がとうございます。

先ほど議案第11号 むつ市太陽の恵み基金条例

を廃止する条例の質疑の中で、中村正志議員から

のこれまでの基金積立て実績はとのお尋ねに対し

まして、「241万4,604円」とお答えいたしました

が、こちらは令和元年度末の基金残高でありまし

て、正しくは総額で「556万4,000円」となります

ので、訂正させていただきます。

◇議案第１４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第14 議案第14号

令和６年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予

算を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第14号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第14号は、

議案付託表のとおり、民生福祉常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第15 議案第15号

令和６年度むつ市水道事業会計補正予算を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第15号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第15号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第16 議案第16号

令和６年度むつ市下水道事業会計補正予算を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第16号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第16号は、

議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託

いたします。

◇議案第１７号～議案第２４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第17 議案第17号

令和７年度むつ市一般会計予算から日程第24 議

案第24号 令和７年度むつ市下水道事業会計予算

までの８件を一括議題といたします。

これより質疑に入りますが、ただいま一括議題

といたしました８議案については、それぞれ区分

して質疑を行いますので、ご了承願います。

まず、議案第17号 令和７年度むつ市一般会計

予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、順次発言を許可し

ます。まず、12番佐藤広政議員。

〇12番（佐藤広政） それでは、令和７年度むつ市

一般会計予算について質疑をさせていただきま

す。

米や野菜、そしてまた食品等の価格高騰、金利

の上昇、賃金の上昇等は社会経済に大きな影響を

与えるとともに、地方自治体の今後の財政運営に

も大きな影響を及ぼしかねないと考えておりま

す。その影響なのか、県内各市の予算を見ても、

過去最大の予算規模となり、物価高騰等により、

この傾向は令和８年度以降も続いていくのではな

いかと思っております。

税収や交付金等、歳入が増える一方で、物価高

騰等による歳出も増えていく中で予算編成を終

え、この状況をどのように捉え、どのように対応

していくのかお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

令和７年度当初予算は、過去最大の予算規模と

なりましたが、他市におきましても同様に最大の

予算規模となっているとの報道からも、予算編成

作業に苦慮したのではないかと感じております。

歳出では、職員の人件費のほか、社会的な賃金

増や物価高騰などの影響を受け、委託料や光熱費

などの経常経費が増加しております。

一方、歳入では普通交付税の増額をはじめ、国

庫支出金において補助率の高い補助金を普通建設

事業に活用するほか、県支出金でも核燃料物質等

取扱税交付金や核燃料サイクル交付金など財源を

最大限に活用することで、財政調整基金を取り崩

さない収支均衡の予算を継続して編成できたこと

は、一定の評価を得られるものと考えております。

このような中、「むつの未来を切り拓く攻めの

予算」として子育てや人材育成、防災やＤＸ、産

業や雇用、健康や福祉などの各分野におきまして、

今と未来へ投資し、住み続けられるまちづくりの

ための各種事業費を計上させていただきました。

この攻めの事業を通じて、市議会議員の皆様、

市民の皆様とともに歩みを進め、むつ市の未来を

切り拓いてまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 12番。

〇12番（佐藤広政） その中でも、経常的な経費が

上昇する中においても、未来への投資、攻めの予

算としております。特に攻めた分野、施策は何か、

また過去最大の予算を投入しても攻め切れなかっ

た部分、また施策は何かをお尋ねいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

人口減少、少子高齢化、物価高騰、消滅可能性

自治体からの脱却、持続可能な財政運営、雇用、

労働力の確保、事業承継問題、貧困対策など、今

定例会一般質問で議論をさせていただきました危

機意識の下、課題を克服し、「むつの未来を切り
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拓く攻めの予算」として地域経済や社会的課題の

解決に資する３つのまちづくり推進枠をはじめと

した70の新規事業を展開し、持続可能な地域づく

りを目指してまいります。

また、攻め切れなかったもの、それは時代は目

まぐるしく変化し、課題も変化することで、市の

施策も予算も常に見直していかなければなりませ

ん。攻め切れなかった分野につきましては、変化

とともに、今後の補正予算や次年度以降の予算で

対応してまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 12番。

〇12番（佐藤広政） ありがとうございます。

それでは、決算では財政運営が厳しいと言って

いるが、過去最大の予算規模で、本当に財政は厳

しいのか、そして令和７年度予算、点数をつける

とすれば、100点満点中何点だったのかお伺いい

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

当市の財政運営は厳しいという認識に変わりは

なく、過去最大の予算規模になったからといって、

財政が好転したということではございません。事

務事業等の実施に409億円もの財源が必要となる

中、事務事業の見直しや普通交付税の増額、国庫

補助金などの獲得等により、409億円の財源を工

面し、収支均衡の予算編成となったということに

すぎないものと考えております。

財政規模は大きくなったものの、収支均衡予算

はこれまでの予算編成と何ら変わりはなく、厳し

い財政状況は今後も続いていくものと認識をして

おります。

また、予算に対する点数ということでございま

すけれども、予算を作成することが目標というこ

とであれば、100点ということになりますけれど

も、予算が可決され、執行された先に市民の暮ら

しや未来があります。その評価は、市民の皆様に

よってなされるものと理解をしております。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤広政議員の質疑を

終わります。

次に、１番高橋征志議員。

〇１番（高橋征志） 新年度予算につきまして、総

括的な質疑を３点させていただきます。

まず１点目ですけれども、令和６年11月に公表

されました財政中期見通し2024における財政シミ

ュレーションでは、令和７年度から歳出が400億

円を切るという想定になっています。既にシミュ

レーションに狂いが生じているように思います

が、過去最大の当初予算が今後の財政運営に与え

る影響をどのようにお考えでしょうか。

２点目ですけれども、予算編成の基本方針とし

てスクラップ・アンド・ビルドの設定が掲げられ

ていますが、資料によりますと、事業費の削減額

は3,250万円に対し、予算の増額は８億6,600万円

とスクラップ・アンド・ビルドが徹底されたとは

言い難いのではないかと思います。数々の新規事

業に対し、既存事業のスクラップが不十分ではな

いでしょうか、お考えをお聞かせください。

３点目ですけれども、新年度予算の編成に当た

り、公共施設マネジメントの成果はどのように反

映されているでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） １点目の過去最大の予算

が今後の財政運営に与える影響についてお答えい

たします。

まず、前提条件といたしまして、財政中期見通

しは決算ベースで今後５年間を数値化したもので

ございまして、予算ベースとは数値の捉え方、ま

た目的や性質が異なります。その上で、令和７年

度の当初予算は409億円を超える過去最大の規模

となりましたが、前年度同様、財政調整基金を取

り崩さない収支均衡の予算編成となっておりま



- 162 -

す。

財政中期見通しでは、令和７年度の実質収支を

約５億円の黒字と見込んでおりますので、今後の

適正な予算執行により黒字を確保し、財政の健全

性を保ってまいりたいと考えております。

次に、お尋ねの２点目、新規事業に対しまして、

既存事業のスクラップが不十分ではないかについ

てお答えいたします。市では、令和５年度から庁

内に行財政検討部会を組織し、事務事業の見直し

を進めております。その結果、令和６年度当初予

算では1,750万円を削減、また令和７年度当初予

算では3,250万円を削減と、確実に効果が現れて

おります。

また、脇野沢地区での公共施設の見直しや下北

自然の家の廃止など、施設の統廃合につきまして

は、市民サービスへの影響が大きく、市民の皆様

への説明や理解を得るまでのプロセスに時間を要

しますことから、今後効果が現れてくることにな

ります。

一方で、予算が８億6,600万円増額となりまし

たが、例えば扶助費では歳出の増加に伴い、歳入

で国及び県の交付金が増加、人件費や物価高騰に

よる物件費等では、歳出の増加に伴い歳入で普通

交付税が増加するなど、歳出と歳入が連動して増

加することで予算規模に影響を及ぼしているもの

と認識をしております。

次に、お尋ねの３点目、公共施設マネジメント

の成果につきましてお答えいたします。防災食育

センターの供用開始に伴う市内７自校式給食施設

の廃止や正津川小学校の閉校及び脇野沢野営場の

解体など、公共施設の統廃合を進めたほか、指定

管理制度の運用による歳出の削減も行っておりま

す。

また、ウェルネスパークにおきましては、新た

にネーミングライツ契約を結ぶことにより財源の

確保をするなど、その結果を反映させた予算とな

っております。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） まず、事業のスクラップにつ

いて再質疑させていただきますけれども、令和６

年度の当初予算は400億5,100万円で、それをベー

スに今回スクラップした事業が3,250万円という

ことで、スクラップした事業の率は、数字に直す

と0.08％ということで、これだけ見ると、効果は

極めて限定的なのではないかなというふうに思い

ます。

予算だけではなくて、これから職員数も減って

いきますし、予算の資料を見ますと、海外への出

向ということもありますので、庁内の人がどんど

ん減っていくという状況で、予算だけではなくて

業務量もやっぱり減らしていかなければいけない

と思います。安定した行政運営ですとか財政運営

のために、もう少し厳しく事業の廃止を検討する

べきではなかったかと思いますけれども、その点

についてお考えをお聞かせいただきたいのと、シ

ミュレーションの部分についてなのですけれど

も、先ほど財務部長から決算ベースだという話が

ありましたけれども、決算ベースで393億円に落

ちるということがシミュレーションできているの

であれば、当初予算もそれに合わせたような形で

本来編成できるはずだと思います。数字で言うと

15億円くらいずれていますので、「ふかした」と

いう表現が適切かどうか分かりませんけれども、

393億円に決算が落ちるという想定ができている

のであれば、当初予算ももう少し縮減できたはず

だと思います。

私が問題だと思うのは、予算が過去最大になっ

たことではなくて、前提となるシミュレーション

がずれていることが問題だと思います。財政中期

見通しが発表されたのが11月で、予算が発表され

たのが２月で、僅か３か月の間にこういう数字の

乖離があるということなので、今後についてすご
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く心配に思っています。アリーナとか防災食育セ

ンターが落ち着いて、これから歳出が減るのかな

と思ったら、今回このような形で増えるというこ

となので、８億円もその物価で増えているという

ことがすごく心配です。

財政中期見通しの、決算ベースのというふうに

おっしゃいましたけれども、その財政シミュレー

ションでは、令和７年度以降、どんどん歳出の数

字が落ちていくと、予算規模が縮小するというシ

ミュレーションになっています。ただ、先ほど佐

藤広政議員もおっしゃったとおり、これから物価

の流れというのは、多分下がることはないと思い

ます。そうなると、やっぱり前提となるシミュレ

ーションが狂っているということがすごく問題だ

と思うのですけれども、シミュレーションの抜本

的な見直しについてどのようにお考えでしょう

か。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） まずは、第１点目のスクラッ

プ・アンド・ビルドの徹底が掲げられています

が、不十分ではないかということにつきましては、

先ほど財務部長から答弁をさせていただいたとお

り、数字的には令和６年度、令和７年度とお示し

したとおりでございますけれども、今定例会でも

一般質問いただいております下北自然の家の廃止

を含め様々な市民サービス、いわゆる施設だけで

はなくて、市の予算を削減するということには、

その先には市民はじめ恩恵を受けていた方がいら

っしゃいます。その方への配慮というのは必ず必

要になりますので、予算を年度すぐ廃止するとい

うことにはならないということはご理解いただけ

ればと思います。

先ほど財務部長が答弁しました財政中期見通

し、決算ベース、予算ベースというものは、やは

り考え方が違うものでございまして、行政という

のは最小限の経費で最大限の効果を上げるという

ことでございますので、建設の事業の発注はじめ

業務委託の発注につきましても、入札を行って、

100％という入札が行われることではなくて、や

はり最小限、一番安い札を入れた方に同じような

仕様で同じような委託をする。その中で決算ベー

スでは金額が落ちてくるということになりますの

で、予算と決算が、全く予算ついたとおり全部使

ってほしいということではないというふうに思い

ますので、そのことでご理解いただければと思い

ます。

財政シミュレーションしたのは11月でございま

すので、そのときにはまだ人事院勧告というもの

が発表されていなくて、12月定例会で当市の職員

の人件費も上がるということが見込まれて、なの

でそういった意味では高橋議員おっしゃったとお

り、今後職員数も増える見込みはありませんので、

減少していくと。その当時の人件費の給与制度の

中でシミュレーションしておりますので、その後

に改定を迎えており、毎年度財政中期見通しとい

うのは見直しておりますので、その中で見直して

まいりたいと考えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（高橋征志） 財政の問題は、むつ市の非常

に大きな問題で、遡れば20年前の赤字だった時代

から、財政というのは非常にむつ市にとって大変

な問題かと思います。そういった意味で、やはり

これからのことを考えていくには、シミュレーシ

ョン、すごく大事だと思っていまして、その前提

条件となるシミュレーションが間違うということ

は、最終的に市長の判断も間違ってしまう可能性

があると思うのです。どんなに市長が合理的に正

しい判断をしたとしても、その前提条件が間違っ

ていたら、全ておかしくなっていってしまいます

ので、そういった意味でまちの未来の在り方に直

結する問題ですので、そのシミュレーションが、

例えば数字合わせですとか、つじつま合わせにな
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るようなことは絶対にないようにしてもらいたい

ですし、できるだけ精緻なシミュレーションにし

ていってもらいたいと思います。

これに関しては、市長という問題よりも、事務

方といいますか、市の問題だと思います。財務部

担当は吉田副市長だと思いますので、副市長のほ

うから、シミュレーションについてのお考えを最

後にお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

〇副市長（吉田 真） お尋ねにお答えいたします。

私も高橋議員のおっしゃることに、本当にそう

思っております。

むつ市の財政というのは、20年前相当悪いとい

うことで、夕張市の次に財政再建団体になるので

はないかというぐらい悪くなっております。それ

は、むつ総合病院の経営悪化というところも一つ

大きな要因でございますので、むつ市はこの下北

の中心ということで、むつ市だけではなくて一部

事務組合下北医療センターの部分、下北地域広域

行政事務組合も併せてちゃんとシミュレーション

を取って、今後財政運営を綿密に計画してやって

いくべきだと思っております。そこについては、

今後十分注意しながら、正確なシミュレーション

をつくっていきたいと思っております。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 議案第17号 令和７年度むつ

市一般会計予算について質疑をさせていただきま

す。

佐藤広政議員、高橋征志議員とかぶるところが

ありますが、ご答弁のほうをよろしくお願いした

いと思います。

今回の質疑に当たっては、むつ市総合経営計画、

むつ市財政中期見通し2024、令和７年度一般施政

方針、令和７年度予算編成方針、あと提案理由等

を基に質疑をさせていただきます。

まず最初に、令和７年度の予算編成に当たりま

して、本市の財政状況、現状、今後の財政運営に

ついての認識、見通しはどのように捉えられてい

たのかお聞きしたいと思います。

また、予算編成において留意したこと、市長は

どのような思いを込められたのか、併せてお聞き

したいと思います。

私が令和７年度の予算を見て感じるところ、懸

念するところを少し述べさせていただくとする

と、自主財源の比率は変わらず低く、義務的経費

は、率、額とも伸びており、経常収支比率は高止

まりをしておるというふうに感じております。

義務的経費の増大は、財政の硬直化を進め、予

算執行の裁量や選択肢を狭めていくことが予想さ

れます。そのような中にあっても、先ほど来説明

がありましたが、様々な財源を活用して、むつ市

の未来を切り拓くため、様々な事業にチャレンジ

している攻めの予算となっていますことに対しま

しては敬意を表したいと思います。理念は高く、

だけれども現実は厳しいというふうな感じなので

しょうか。

そこで財源対策、歳入の確保として、まず何点

かお聞きしたいと思いますが、まずふるさと納税

寄附金の大幅な増を見込んでおります。それによ

りますと、１億1,000万円増を見込んでおります。

その方策として、受入体制の変更による寄附額の

増としておりますが、具体的にはどのような変更

をされるのかお聞きしたいと思います。

また、先ほど高橋議員の質疑の中にもありまし

たが、事務事業の見直しによる効果額といたしま

して、3,257万5,000円を見込んでおります。これ

ら７事業につきましては、どうなのでしょうか、

所期の目的が達成されたのか、あるいは民間での

対応が可能となったのか、あるいは国・県の補助
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が外れたのか、いろんな要素はあろうかと思いま

すが、そういうふうな部分も含めて、この７事業

はその役割を終えたものと考えるのか、それとも

新しい事業へとブラッシュアップされた、形を変

えたものなのか、お尋ねをしたいと思います。

歳出の削減のほうといたしまして、義務的経費

の伸び、先ほどお話をさせていただきましたが、

これを抑えるための方策はどのようなことをされ

ているのか、お聞きしたいと思います。

最後に、予算編成、予算配分につきましては、

最終的には全ての事業、財務当局、市長などが査

定をされて、最終的に予算案となると認識してお

りますが、むつ市においてはその査定につきまし

てはどのような形でされているのか、お聞きした

いと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 私のほうからは、令和７年度

予算編成において留意したこと、そして私自身、

市長が込めた思いということでございますけれど

も、予算編成ではむつ市総合経営計画の後期基本

計画に掲げます５つの基本方針を踏まえつつ、財

政健全化を進めていくことを最重要課題と捉えて

おります。そういった意味におきましては、収支

均衡の予算を編成できたことについて、一定の評

価ができるものと考えております。

また、令和７年度予算は「むつの未来を切り拓

く攻めの予算」として編成をいたしております。

令和７年度一般施政方針で述べさせていただきま

したけれども、新しいことにチャレンジし続け、

昨日より今日、今日より明日、その先の高い将来

像を追求することを信念に、その信念が政策一つ

一つの思いを具現化し、あるべき将来像を上書き

し続けるむつ市であること、それに向かって引き

続き力を尽くす、そういう思いで予算編成をさせ

ていただいてございます。

そのほかのお尋ねにつきましては、担当部長か

らの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。本市

の財政の現状、また今後の財政運営についての認

識、見通しについてお答えさせていただきます。

令和７年度当初予算は、歳出では職員の人件費

のほか、社会的な賃金増や物価高騰などの影響を

受けまして、委託料や光熱費などの経常経費が増

加しております。

一方、歳入では普通交付税の増額をはじめ、国

庫支出金において補助率の高い補助金を普通建設

事業に活用するほか、県支出金でも核燃料物質等

取扱税交付金や核燃料サイクル交付金などの財源

を最大限に確保することで、２年連続して財政調

整基金を取り崩さない収支均衡の予算を編成する

ことができました。しかしながら、市の財政状況

は厳しいとの認識に変わりはございません。

今後も人件費の増加や長期化が見込まれる物価

高騰など、課題が明白となっておりますので、財

政の健全化に着実に取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、事務事業の見直し、こちらのほうは７つ

の事業がございますが、まず役割を終えたことに

より廃止となった事業といたしましては、納税貯

蓄組合補助金やむつ市のうまいでポケバル推進事

業、またブラッシュアップした事業といたしまし

ては、スマート・ウェルネス研究事業と健幸アッ

プ事業の２つの事業につきましては、新たに「＋

1000歩チャレンジ事業」といたしまして、実施し

てまいります。

学校支援員配置事業につきましては、青森県で

同様の事業が廃止となったことから、市としての

事業を廃止するほか、事業内容を精査して経費の

圧縮を図るものといたしましては、商店街街路灯

管理事業、また予防接種事業につきましては、一

部対象者の拡充は行いましたけれども、結果とし
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て減額となっているものでございます。

また、義務的経費を削減する方策ということに

対してお答えいたします。まず、義務的経費とは

人件費、扶助費、公債費の３つを指しますが、令

和７年度当初予算におきましては40.7％となりま

して、前年度より1.1ポイント増加しております。

このうち人件費は、国の人事院勧告などの影響か

ら増額、また扶助費は児童手当などの制度改正に

より増額となったものでございまして、削減のほ

うはなかなか難しいものと認識をしております。

一方で、公債費は、令和７年度は臨時財政対策

債の発行がなくなったことや、デジタル防災セン

ター整備事業におきまして、補助率が高く、有利

な補助金を活用するなど、普通建設事業におきま

して地方債に頼らない財源を活用することにより

起債の発行を抑制し、後年度の公債費が負担でき

たものと考えております。

査定はどのように行われているかについてお答

えいたします。予算査定のスケジュールにつきま

しては、まず11月１日に財務部より予算編成方針

が発出され、担当部局では予算編成に基づいて予

算を要求いたします。その後１月初旬にかけて財

務部内の査定において歳出の削減と財源の充当を

行い、１月中旬から行われる市長、副市長査定に

よりまして、主な重点事業等を精査した上で予算

案が決定されることとなります。

なお、むつ市未来共創まちづくり推進枠、ＤＸ

によるまちづくり推進枠、住み続けられるまちづ

くり推進枠、この３つの推進枠につきましては、

担当部局が直接市長、副市長査定を経たものであ

りまして、その結果といたしまして、24事業が採

択をされております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 財源対策、歳入の

確保としてふるさと納税寄附金の増となっている

が、その具体策はというお尋ねにつきましてご回

答いたします。

ふるさと納税の寄附金額を増やすため、令和７

年度におきましては管理運営の仕組みの確立、返

礼品のブラッシュアップ、チャネルの拡大を含め

た販売促進を柱として取り組むこととしておりま

す。

まず、管理運営の仕組みの確立についてであり

ますが、これまでは利用するふるさと納税サイト

の管理窓口が分かれていたものを一括管理といた

します。これによりまして、返礼品のふるさと納

税サイトを統一することに加えて在庫管理を容易

にし、ふるさと納税の繁忙期における在庫切れ等

のロスを防ぎ、寄附の促進につなげてまいります。

次に、返礼品のブラッシュアップについてであ

りますが、ふるさと納税サイトに掲載している既

存の返礼品の画像や説明文をより魅力が伝わるも

のに磨き上げるとともに、寄附者の皆様が選びや

すい寄附金額の返礼品を充実させることで、当市

の寄附を獲得してまいります。

また、将来当市のふるさと納税の看板となり得

る主力の返礼品の造成と、新規事業者の掘り起こ

しにつきましても着手してまいりたいと考えてお

ります。

次に、チャネルの拡大を含めた販売促進につい

てでありますが、これまで当市が利用しているサ

イトに加えまして、集客力のある新規サイトを導

入するとともに、より効果的な広告媒体やキャン

ペーンの活用により、認知度の向上と新規の寄附

者獲得を図ります。

これらの取組につきましては、ふるさと納税業

務に精通した専門家の知見やアドバイスを大いに

取り入れ、重層的に実施することでふるさと納税

の寄附金増額につなげてまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。
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〇14番（中村正志） 答弁を聞きまして、何点か再

質疑をさせていただきたいと思います。

まず、今のふるさと納税の部分なのであります

けれども、聞いていますと、これまで伸び悩んで

いる部分を改善するというふうな点と、あと専門

家のほうにアドバイスを聞くということなのです

が、これ実績として、このような取組をした他の

自治体というのは、やはり伸びているというふう

なこと、そういうふうな結果があるということは

押さえられているのでしょうか。そこをまず１つ

お聞きしたいと思います。

予算の配分、査定方法についてでありますが、

査定についてなのですけれども、これ基本的に１

件１件査定するというような認識でよろしいので

しょうか。まず、そこをお聞きします。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） まず、他の自治体

の取組についてということでございますけれど

も、ふるさと納税の受入額につきましては、令和

５年度の実績で、これ全国になりますけれども、

約１兆1,175億円ということで、対前年比1.2倍、

受入件数のほうも5,895万件ということで、約

1.1倍というふうに認識しております。県内を見

ましても、やはり増加傾向にあるという中で、む

つ市においてはここ数年横ばいで推移していると

いうことがございますので、先ほどの取組を令和

７年度から実施してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

査定について、１件１件行っているかというこ

とでございますけれども、事業の要求シートとい

うのがございまして、事業ごとに１枚のシートと

なっておりますので、財政課職員は要求課と１枚

１枚ヒアリングを行っております。市長査定のほ

うには、その重要な部分だけが上がってくるとい

う仕組みになっております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） ３回目ですので、最後です。

予算の配分、査定方法についてなのですけれど

も、いろいろな考え方があろうかとは思うのです

が、財務当局のほうでは１件１件シートをという

ことであると、それなりの膨大な事務量になるの

かなというふうに今感じております。そうであれ

ば、いろいろやり方はあるかとは思うのですが、

例えば１件１件というのがありますし、そうでは

なくて、予算の配分のほうで、事業ごとではなく

て、例えば枠で配分するとかというふうな方法も

あろうかと思うのです。

そうしますと、その後の査定の場面でも、事務

作業の軽減が図られるとか、あるいは事業の内容

によっては予算を組むのに柔軟性が出るとかとい

うふうな部分が考えられると思うのですが、この

枠の配分、あるいは１件１件ごとの事業の査定と

いうふうなことがあるのですけれども、むつ市と

してはこの枠での配分とかというのを現在やられ

ていないようには感じているのですけれども、ま

ずそこがどうなのかということと、将来的に、例

えば義務的経費なんかは、どっちかというと枠配

分したほうが何かうまく予算組めるのかなという

ふうな気もしておりますので、その辺のこと、今

後の予算配分、枠配分というふうなことについて

は、現時点ではどのような取組をされております

でしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） まずは、これまでの予算査定

につきましては、１事業ずつ積み上げ型の予算と

なっており、財政課職員が１事業ずつ１シート査

定をしてまいります。最終的には財政課長、財務

部長、そして市長、副市長査定ということで案件

が減っていきますけれども、実際に一つの事業を
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市長、副市長が見ていないかというと、そうでは

ございませんで、年末年始の時間を使って、全て

のシートを確認させていただいて、私たちのほう

から、これは不要なのではないか、こっちは必要

なのではないかという提案をさせていただいてお

ります。それぞれの財政課職員が予算編成の時期、

非常に大変な思いをしながら予算編成をしており

ますけれども、現状としてはそういう現状になっ

ております。

また、枠予算についても、考え方としてはある

と認識しておりますけれども、今年度で言えば、

日本ジオパーク全国大会はじめ、来年度からはい

よいよ国スポに向かって予算が編成されていくこ

とになりますので、年度に応じて部の予算の増減

が、自治体レベルではかなり国の予算とは違いま

して、その年度によって部の予算が非常に増減が

ありますので、積み上げ型の予算を今させていた

だいております。今後におきましても、やはり厳

しい財政状況というのは、先ほど来担当部長から

答弁させていただいているとおり変わりませんの

で、どうやったら市民の皆様から預かっておりま

す税金はじめ、国からいただいている交付金も含

めて必要な経費を最小限の経費の中でできるのか

を今後も含めて検討してまいりたいと考えており

ます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第17号の質疑を終わります。

ここで、昼食のため１時30分まで休憩いたしま

す。

午後 零時２０分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次に、議案第18号 令和７年度むつ市国民健康

保険特別会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第18号の質疑を終わります。

次に、議案第19号 令和７年度むつ市後期高齢

者医療特別会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第19号の質疑を終わります。

次に、議案第20号 令和７年度むつ市介護保険

特別会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第20号の質疑を終わります。

次に、議案第21号 令和７年度むつ市公共用地

取得事業特別会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第21号の質疑を終わります。

次に、議案第22号 令和７年度むつ市魚市場事
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業特別会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第22号の質疑を終わります。

次に、議案第23号 令和７年度むつ市水道事業

会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第23号の質疑を終わります。

次に、議案第24号 令和７年度むつ市下水道事

業会計予算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第24号の質疑を終わります。

以上で令和７年度むつ市各会計予算に対する質

疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第17号から議案第24号までの令和７年度

むつ市各会計予算については、議長を除く議員

21名で構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上審査することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました予

算審査特別委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定により、予算審査特別委

員会委員名簿のとおり指名したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

ここで、予算審査特別委員会正副委員長互選の

ため暫時休憩いたします。

午後 １時３４分 休憩

午後 １時４７分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいま開かれました予算審査特別委員会にお

いて、委員長に大瀧次男議員、副委員長に櫻田秀

夫議員が選任されましたので、ご報告いたします。

◇報告第２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第25 報告第２号

むつ市国民保護計画の変更についてを議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） むつ市国民保護計画の変更に

ついて質疑いたします。

この上位計画である青森県国民保護計画の修正

部分について、説明をお願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

青森県国民保護計画は、平成20年以降、これま

で７回修正が行われており、その内容の主たるも

のといたしましては、大規模集客施設などにおけ

る避難等の国民保護措置実施の円滑化の明記、武

力攻撃、原子力災害への対処に対する変更に伴う

修正やＮＢＣ攻撃の場合の対応の追記がなされ、
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これらの修正内容については、このたび報告とい

たしましたむつ市国民保護計画に反映してござい

ます。

今後におきましても、適切な時期に必要に応じ

て修正いたしますことから、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 長々と説明があって分かりに

くかったので、お尋ねいたしましたけれども、国

民保護とは、これは県のホームページですけれど

も、外部からの武力攻撃や大規模なテロなどが発

生した場合、国をはじめ都道府県、市町村などの

関係機関が国民の保護のために情報の提供や避難

の誘導、避難所の開設、救援物資の配布、救助活

動、医療活動などの措置を実施し、住民を守る仕

組みということで、これは理解いたしました。

そして、今回の修正の部分ですけれども、これ

がどこに集中して修正しているのかということが

よく分からないのでお尋ねいたしましたが、再び

答えてくださいますでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 危機管理監。

〇総務部危機管理監（畑山勝利） お答えいたしま

す。

本年むつ市国民保護計画の修正の会議を行いま

して、むつ市国民保護計画の中に修正案を含んで

おります。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 令和５年度の災害対策基本法

施行令等の一部を改正する、それに基づいた変更

だということをちょっと情報として得たのですけ

れども、そのように解釈していいでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど危機管理監から答弁を

させていただきましたとおり、まず１点目は大規

模集客施設等における避難等の国民保護措置実施

の円滑化の明記、これはいわゆる大規模集客施設

における避難を明確化したという点がむつ市の国

民保護計画にも追加、変更されておりまして、さ

らにはＮＢＣ攻撃、ちょっと横文字で分かりづら

いと思いますので、ご説明申し上げますと、武力

攻撃災害の件につきまして、国民保護計画に記載

され、青森県の計画も変更になりましたので、当

市の国民保護計画の中でも武力攻撃災害について

の対応を明記したということでございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第２号の質疑を終わります。

報告第２号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第26 報告第３号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、工事請負契約の一部変更契約について

報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第３号の質疑を終わります。

報告第３号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第27 報告第４号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに
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ついてを議題といたします。

本案は、令和６年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第４号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第４号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第４号は承認することに決定いたしまし

た。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明３月６日は常任委員会及

び予算審査特別委員会のため、３月７日及び10日

は予算審査特別委員会のため、３月11日から13日

までは議事整理のため休会したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、３月８日及び９日は休日のため休会とし、

３月14日は付託議案等の審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 １時５５分 散会
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